
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１  受付期間             令和６年５月１３日（月）～ ６月１２日（水） 

               ※受付期間を過ぎた申込みは、いかなる理由があっても受付できません。 

 

２  第一次試験日   【SPI３】   全職種 

     受験期間    令和６年６月１７日（月）～ 同年６月３０日（日）までの期間におい

て、受験者が選択する日  

    【専門試験】 ※学芸員は、専門試験があります。 

    試 験 日   令和６年６月 30 日（日） 

※詳細については、「５ 試験の日時、場所及び発表」及び「６ 受験手続及び受  

付期間」に記載のとおり 
 

３ 試験職種、採用予定数及び受験資格  

試験職種  
採 用 

予定数  
受    験    資    格  

事  務 

（職務経験者）  
5 名程度  

次のいずれにも該当する人 

（１）事務…昭和５４年４月２日から平成６年４月１日までに生まれた人 

  土木…昭和５４年４月２日から平成元年４月１日までに生まれた人 

（２）直近５年のうち、職務経験が通算３年以上の人（正規・非正規問わ

ず） 

土 木  

（職務経験者）  
若干名 

保育士 

（職務経験者）  
若干名  

次のいずれにも該当する人 

（１）昭和 54 年４月２日から平成元年４月１日までに生まれた人 

（２）直近５年のうち、保育士として勤務した職務経験が通算３年以上

の人（正規・非正規問わず） 

（３）保育士資格かつ幼稚園教諭免許を有する人 

学芸員 

（文献史）  
若干名  

平成元年 4 月 2 日から平成 14 年 4 月 1 日までに生まれた人（平成

１4 年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による大学（短期大学

を除く）を卒業した人を含む）で、大学等で文献史を専攻し、学芸員の

資格を有する人 

令和６年度 坂井市職員採用候補者前期(B日程)試験実施要領 

 

【前年度との主な変更点】 

 〇中途採用試験を初めて実施します。採用日は、原則、令和６年１０月１日です。 

   ※やむを得ない事情がある場合は、個別に協議して採用日を決定します。 

 〇第一次試験で、公務員試験対策が不要な SPI3を導入します。 

 〇第一次試験の SPI3は、坂井市役所のほか、全国のテストセンター（リアル会場や 

自宅でのオンライン会場）でも受験できます 

 〇申込みはインターネットのみとなります。申込みサイト（パブリックコネクト）の坂井

市ページからお申込みください。 



学歴は問いませんが、事務・土木・保育士は職務経験用、学芸員は大学卒業程度の試験内容になり 
ます。 

なお、次のいずれかに該当する人（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条に該当する者）
は、受験することができません。 また、複数の職種や前期 A 日程への応募はできません。 

(1)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

（2）坂井市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者  

（3）日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成
し、又はこれに加入した者 

 
 ４ 試験の方法  

試 験 の 種 目  試験の内容及び出題分野 

第
一
次
試
験 

エントリーシート ※全職種 志望動機等の確認    ※申込み時に入力してください。 

職務経歴書     ※全職種 

※学芸員は、職歴なしの場合不要 
職務経歴の確認      ※申込み時に入力してください。 

基礎能力検査・性格検査 

（SPI３）     ※全職種 

職務を遂行する上で必要となる基礎的な能力及び性格に関する検査  

＜SPI３＞ 

・コミュニケーション力、思考力、判断力、応用力など基礎的な能力を

測定する検査 

・人との接し方や仕事への取組み方などの性格特徴を測定する検査 

専門試験    ※学芸員 専門的知識・能力・技術等についての論文試験 

第二次試験 口述試験 受験者の人物、意欲等をみるための個別面接試験 

※ 受験資格の有無、申込書記載事項の真否について、調査します。 

※ 全ての試験（第一次～第三次。SPI3 テストセンターでの受験を除く。）において、受験票（申込み

サイトから各自で出力）を持参してください。忘れた場合は受験できません。 

 

５ 試験の日時、場所及び発表  

試  験  日時及び場所  発  表  

第一次試験  

１  エントリーシート及び職務経歴書（全職種必須） 

    受験申込みサイト（パブリックコネクト）からの申込み

時に、必要項目を入力・回答することにより、作成・提

出されます。別途、提出する必要はありません。 

 

  ※職務経歴書については、学芸員で職歴なしの場合不要 

２ SPI３（全職種必須） 

受験申込みの際に、次のいずれかを選択して受験してください。 

 

(1)坂井市が指定する会場での受験（マークシート方式） 

ア 期日   令和６年６月 30 日（日） 

イ 会場   坂井市役所（坂井市坂井町下新庄第１号１番地）  

①受付開始   ９：００  

 令和６年７月初旬に合格者

を坂井市掲示板及びホー

ムページに掲示するほか、

合格者にはメールで通知し

ます。  

 

※不合格者には通知しませ

ん。  



②着席      ９：3０  

     ③検査時間  １０：００～１２：００ 

※検査時間は予定です。 

  ※学芸員は、午後から専門試験がありますので、なるべく、坂

井市役所での受験を選択してください。 

 

(2)受験者が選択する全国のテストセンターでの受験  

    ア 期日    令和６年 6 月 17 日（月）～6 月 30 日（日）まで

の期間において受験者が選択する日に、必ず受

験してください。（受験したことがある方含む） 

       イ 会場     テストセンター 

             ※テストセンターは、全国の試験会場「（リアル会

場）」、もしくは自身のパソコンを使用し、ＷＥ

Ｂカメラで監督を受けながら受験できる「オン

ライン会場」で、自分で会場と日時を予約して

受験する方式です。 

                 ご希望の会場で受験できるように、お早めに

受験手続きを完了してください。 

 

３ 専門試験（学芸員のみ） 

(1)期日  令和６年６月３０日（日）  

ア 受付開始  12:15 ※SPI３をテストセンターで受験 

した方 

   イ 着席     12:45 

ウ 試験時間  １３：１５～１4：１５ 

※試験時間は予定です。 

 

(2)会場   坂井市役所 

（坂井市坂井町下新庄第１号１番地） 

 

第二次試験  

 

   期日  令和６年７月中旬（予定） 

 

   会場  坂井市役所 

 

（詳細については第一次試験合格通知の際にお知らせします。）  

令和６年 8 月下旬に合格

者を坂井市掲示板及びホ

ームページに掲示するほ

か、第二次試験受験者全員

に文書で通知します。 

※ 学校保健安全法で出席の停止が求められている感染症（新型コロナウイルス感染症など）に罹患し治癒
していない方や、発熱があるなど体調不良の方は、当日の受験を控えていただくようお願いします。なお、
欠席者向けの再試験は実施しません。 

※ いずれの試験も、急遽、日時等が変更となる場合がありますので、あらかじめご承知おきください。変更
等については、坂井市ホームページ及び申込みサイトを通じてご連絡いたします。 

 

６ 受験手続及び受付期間 

手続き方法 

 
受験申込サイト（パブリックコネクト）により申込みを行ってください。  

 

※会員登録（無料）が必要です。  



※合格通知などの各種通知も、申込みサイト登録のメールアドレスに通知します。 

 

 

＜申込方法 ＞ 

１ 下記の専用サイトへアクセスし、会員登録を行ってください。 

パブリックコネクト登録用 

 URL https://public-connect.jp/employer/2213/job/list 

２ マイページへログイン後、プロフィール編集及びエントリー 

(1)マイページの「プロフィール編集」へ進み、基本情報、職歴・学歴・自己 PR 等を登録。 

※基本的に、全項目について入力してください。エントリーシートや職務経歴書の作成も

兼ねていますので、資格欄及び大学・学部名等の学歴欄も必ず入力してください。 

(2)プロフィール編集後、受験する職種区分のページへ進み、エントリー。 

(3)顔写真データをアップロードしてください（直近 6 カ月以内に撮影した脱帽、正面向

きの画像データをタテ表示となるようにアップロードしてください。（縦：横＝４：３） 

(4)車いすの使用等、試験当日に何らかの配慮を必要とする人は、必ず該当箇所にご入

力ください。 

(5)申込みは１回です。重複申込みの場合は、最初に入力した内容が書類選考の対象と

なります。申込み送信以降、申込み内容の変更はできませんので、内容に不備がない

か、必ず確認してください。 

(6)申込み完了後、申込み完了のメールが届きます。 

＜注意事項＞ 

(1)「@public-connect.jp 」及び「@city.fukui-sakai.lg.jp」のドメインから送信さ

れるメールを受信できるよう設定してください。 

(2)携帯電話のメールアドレスを登録した場合や誤入力、通信回線上の障害等により、坂

井市などからのメールが受信できず、申込みできない場合があります。これらの場合

で受験できなかったときは、一切責任を負いませんのでご注意ください。 

(3)受付開始時間から受付終了時間までは、24 時間いつでも申込みができますが、シ

ステムの保守・点検等を行う必要がある場合や、重大な障害その他やむを得ない理

由が生じた場合は、 事前の通知を行うことなく、本システムの運用の停止、休止、中

断、または制限を行うことがありますので、あらかじめご了承ください。また、このため

に生じた申込みの遅延等には一切の責任を負いませんのでご注意ください。 

受付期間 令和６年５月１３日（月）から同年６月１２日（水）２３時５９分まで 

テストセンター

方式の受験ま

での流れ  

 

※申込み時に、

第一次試験の

受験方法で「坂

井市が指定す

る会場での受

験」を選択した

場合、テストセ

ンターの申込み

は不要です 

(1) 受験申込み時に、「受験方法」で「全国のテストセンターでの受験」を選択し、受験を申

込みます。 

(2) 受験申込み完了後に、登録されたメールアドレスへ、受験案内メールが送信されます。

企業別受験者 ID は、本メールに記載されています。 

(3) テストセンターでの受験に当たっては、予約が必要となります。当該受験案内メールに
記載しているＵＲＬから予約サイトにログインし、第一次試験の日時及び会場を仮予約
してください。なお、予約サイトにログインするためのテストセンターＩＤとパスワード
は、各自で取得してください。 

(4) 性格検査を WEB 上で受験してください。受験が完了すると、予約完了メールが送信
され、会場での受験予約が確定されます。 
※ 予約した受験日に受験できない場合は欠席となり、再予約はできませんのでご注

意ください。 
  予約変更については、リクルート社の指定する期間まで変更可能としますが、予約

変更にともなう不具合等については、一切の責任を負いませんのでご注意くださ
い。 

(5) メールの受信設定について 



ア  「@arorua.net」のドメインから送信される電子メールが受信できるよう設定してく
ださい。  

イ 電子メールの設定不備、通信障害等については、当市では一切の責任を負いませ
ん。  

手続き上の注意  

1 必ず、各種メールの受信設定を行ってください。 

2 エントリー時のプロフィール編集は、第一次試験エントリーシート及び職務経歴書も兼ね

ていますので、必須項目はもれなく入力してください。特に、資格欄及び学歴欄の大学・

学部名は任意となっていますが、必ず入力してください。 

3 必ず、顔写真をアップロードしてください。 

４ 受験票は、申込みサイトから各自で出力し、坂井市役所で受験する際には、必ず、持参

してください。忘れた場合は、いかなる場合も受験できません。（第一次から第三次試験

共通） 

個人情報の取扱

い  

受験申込者及び試験合格者から取得する個人情報は、坂井市の職員を採用するという目

的を達成するために利用するもので、職員採用に係る業務に必要な範囲以外では利用しま

せん。  

 

７ 合格から採用まで  
(１)受験資格がないことが判明した場合、合格を取り消します。また、申込書記載事項が正しくないことが 

判明した場合は、合格を取り消すことがあります。  
（2）最終合格者は、試験区分ごとに作成される採用候補者名簿に記載され、坂井市職員として採用される資

格を持つことになります。 
(3)採用日は、原則、令和 6 年 10 月１日です。 

内定後、やむを得ない事情がある場合は、協議の上、採用日を決定します。  

 

８ 給与  
    給与は、坂井市一般職の職員の給与に関する条例（平成 18 年坂井市条例第 36 号）に基づいて支給されま

す。 ※職歴等がある人は、初任給の額に一定の基準で算出された額が加算される場合があります。 

≪参考 1≫（１）初任給（大学卒の場合の給料月額） １９7，9００円 
（２）初任給（短大卒の場合の給料月額） １77，６００円 
（3）初任給（高校卒の場合の給料月額） １67，7００円 

上記の月額の給料とは別に、支給基準に基づき、諸手当（賞与、扶養手当、通勤手当等）を支給
します。 

 
≪参考 2≫(1)大学新卒後、民間企業の正社員として５年勤務し、採用された場合       初任給 218,900 円 

(2)大学新卒後、他の市役所の正職員として５年勤務し、採用された場合  初任給 222,700 円 
(3)大学新卒後、他の市役所の正職員として５年、民間企業に 3 年勤務し、 

採用された場合                                    初任給 226,300 円 
           

９ 問合せ先  
〒919-0592  坂井市坂井町下新庄１－１  坂井市総務部職員課  人事係  

          電話 0776-50-3011  Ｅ-mail：syokuin@city.fukui-sakai.lg.jp 

※お問い合わせは、月曜日から金曜日(祝日は除く)の８時３０分～１７時１５分の間に 

お願いします。 

 

10 その他     
坂井市職員採用試験の詳細については、坂井市ホームページで、ご確認ください。 
 
 
 
 

 


